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 下記理由から、今回の変更案を取り下げ、基礎調査
を行ったのち、再提案の提出を求める。

・変更案の基礎調査は資料は平成17年及び18年に行っ
た数字であり、平成20年の堺市と美原町の合併による
基礎調査が行われていない。

・市街化調整区域における開発登録簿の資料がなく、
平成17年度以降、市街化調整区域において、1区画150
平方メートル以上の宅地が毎年増え続けているが、ど
の区域でどれだけの面積、戸数が増えたのか、その基
礎調査の資料がない。

 大阪府では、堺市が含まれる南部大阪都市計画区域
全域において、都市計画法第6条に規定する基礎調査
を実施しており、平成17年2月の堺市と美原町の合併
以降についても、土地利用現況や開発動向等について
調査を実施しています。
 これらの調査では、都市計画区域全域において開発
件数、開発面積、新築建物の棟数、建築面積等を調査
し、町丁目毎に集計しています。
 
 今回の区域区分の変更は、より地元の状況に詳しい
市町村が基礎調査の結果を踏まえ原案を作成し、その
原案を基に市町村と協議し、変更案を定めています。

 
 下記理由から、変更案には憲法に違反する箇所があ
り、再検討の後、再提案を求める。

・この変更案では、市街化調整区域を免税特区とする
ことになり、憲法30条に規定する国民の納税義務を侵
害することになる。

・大阪府がすでに市街地になっている区域をあえて市
街化区域に編入しないことは、その調整区域の市民に
都市計画税を納税させないことになり、その結果、市
街化区域で納税している市民と市街化区域に編入しな
い市民との間に納税の公平性が失われ、憲法14条の法
の下の平等に反することとなる。

 
 区域区分は、無秩序な市街地の拡大による環境悪化
の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の
形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和などを図
るため、都市計画区域を、計画的に市街化を図る区域
と市街化を抑制すべき区域に区分するものです。
 
 この区域区分の決定により、都市計画税の課税の有
無が決定されることや、市街化調整区域が免税特区に
なることはなく、今回の区域区分の変更が、憲法14条
及び30条の趣旨に反するものではありません。
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(1)(2)大阪府が変更案を作成するにあたり、平成20年
に堺市と美原町が合併し、新たな都市計画法第6条第1
項に規定する基礎調査を行う必要がありましたが、基
礎調査を行っていません。
 
 市街化調整区域における開発行為の場所、面積、戸
数、業態などの調査を行えば、市街化区域と、住宅開
発された調整区域を図面上ではっきりと見比べること
ができ、市街化区域に編入すべきか検討する基礎資料
になる。
 
 大阪府は、調整区域で開発された区域の図面である
開発業業者から提出された開発登録簿を入手しておら
ず、変更案に使用する基礎調査資料は、現況を示すも
のではなく、現況に即したデータ資料による変更案の
再提案を求める。

 基礎調査についての意見は「南部大阪都市計画区域
区分の変更」に対する意見と同様であり、大阪府では
南部大阪都市計画区域全域において、基礎調査を行っ
ています。

 これらの基礎調査の結果を踏まえ、都市計画区域マ
スタープランの改定を行うものです。

○南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更（都市計画区域マスタープランの改定）

 平成22年度第2回大阪府都市計画公聴会の公述人の意見に対する考え方

 公聴会において公述人から述べられた意見のうち、今回変更しようとする都市計画に関するものに対しての大阪府
の考え方は次のとおりです。

○南部大阪都市計画区域区分の変更
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(3)堺市域では開発業者が都市計画法第34条第11号及
び第12号の規定により、市条例により都市計画の手続
きによらず、開発が許可された開発行為を行ってお
り、それらの地域はすでに市街地を形成している地域
であり、市街化区域に編入しなければならない。

 その地域は点在しているのか、面として一群の地域
として認められるのか、その基礎調査を大阪府は行う
必要があるが、今回の大阪府の変更案は、都市計画法
が規定する調査を行っておらず、都市計画法の規定に
該当しない変更案であり無効と言わざるを得ない。

 区域区分の変更は、無秩序な市街化を防止し、計画
的な市街化を図ることを目的に行うものであり、都市
施設の整備や市街地開発事業等により積極的に整備、
開発を行うことが必要な区域を、新たに市街化区域へ
編入するものです。

 これに対し、市条例による開発は、市街化区域に隣
接、近接している区域で、新たな公共投資が必要でな
く、併せて開発区域周辺の市街化を促進するおそれが
ない場合に、例外的に認められるものであり、計画的
な市街化を図る目的で行う区域区分とは全く別であ
り、開発が完了したという理由で単純に市街化区域に
編入するものではありません。

 基礎調査についての意見に対する大阪府の考え方
は、(1)(2)に示しております。

 
(4)住宅系市街地の拡大を抑制することは誤っていま
す。

 市街化区域において、住宅系市街地の拡大を抑制す
ることは、憲法第29条の「財産権は、これは侵しては
ならない」との規定に違反します。

 なぜなら、市街化区域において、住宅を建て、住宅
を売買し、宅地の分譲をしています。法の下に平等で
すから、建てること、宅地を売買することは自由なは
ずです。すなわち変更案は財産権を侵害することにな
ります。

 憲法第29条は「財産権はこれを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律
でこれを定める」とあり、公共の福祉に適合する範囲
内で財産権を制限できることとなっております。

 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図
ることにより、人々の健康で文化的な生活と機能的な
活動を確保することを目的としながら、財産権に一定
の制限を課すものであり、都市計画の基本的な方針を
定めた本マスタープランは、憲法第29条の趣旨に反す
るものではありません。

 なお、本格的な人口減少社会を迎え、人口密度の低
下による日常生活における利便性や行政サービスの効
率性の低下等を防ぐため、新たな住宅系市街地の拡大
を抑制することが必要と考えております。

 
(5)バリアフリー化は庁舎から始めよ。鉄道駅のバリ
アフリー化について記載していますが、まず庁舎から
始めなければなりません。

 堺市庁舎は東西南北4面道路に囲まれた立地にあり
ますが、西側に面する歩道幅員は、人通りが大変多い
にもかかわらず約１メートル50センチです。その上、
地面には盲人用プレートが張られていません。

 さらに歩道の路面も平坦ではなく、車道方向への傾
斜がきつく、部分部分を張り合わせた路面でガタガタ
です。府庁も同じです。

 本マスタープランでは、例示として駅への多様なア
クセス確保の観点からバリアフリー化の推進について
記載しています。

(6)「市街化区域への編入は、幹線道路沿道での新た
な産業誘致や、鉄道駅周辺での住宅地整備など、特に
必要なもののみを行うこととし、加えて必要最低限の
区域とします」と記載していますが、内閣法第11条の
規定には「政令には、法律の委任がなければ、義務を
課し、又は権利を制限する規定を設けることができな
い」とあり、この変更案では、市街化調整区域におい
て、すでに市街地を形成している区域を編入しなけれ
ばならない規定を制限することになり、内閣法第11条
に違反します。またこの変更案では、行政が法律を立
法することになり、憲法第41条の国会の立法権を侵害
し憲法違反になります。

 都市計画法は、憲法に則り定められたものであり、
都市計画区域マスタープランは「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」として都市計画法に基づき
定める法定計画です。

 よって、本マスタープランは憲法41条に定める国会
の立法権を侵害するものではなく、また、内閣法は内
閣の職権等について定めたものであり、都市計画法と
は全く関係がなく、主張は、都市計画の案に対する意
見に該当しません。
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(7)「市街化区域内に今後も計画的な市街地整備の見
込みがなく、長期にわたり未整備である区域は極力市
街化調整区域に編入することに努める」と記載してい
ますが、市街化の整備に行政がどういう仕事を行って
きたか説明していません。その地域の住民はいつ整備
されるか待ち続けていたのではないでしょうか。その
地域の現況を詳細に調査し、原因はどこにあるのか、
市街地整備がどうしても無理であるなら、これを公開
してから変更案を提示し、住民の意見を反映すべきも
のと考えます。よって、変更案を取り消し、再提案を
求めます。

 市街化区域への編入は、区画整理事業や民間開発事
業の実施が確実な場合に行うこととしておりますが、
地域によっては、市街化区域編入後、いろいろな状況
の変化により、事業実施ができなかった場合などに、
市町村や地元住民と十分調整した上で、必要に応じ市
街化調整区域へ編入、いわゆる逆線引きすることとし
ております。

 今回の一斉見直しにおいても、学校等の建設予定地
として市街化区域に編入したものの、その後、建設予
定地が変更され、現在でも山林、農地のままとなって
いる区域について、現状のまま残してほしいとの新た
な住民要望があり、地元の住民や市と調整した結果、
逆線引きする区域があります。

 
(8)「随時、市街化区域へ編入できる区域は保留区域
に限るものとし、保留区域は目標年次に見直します。
なお、新たに市街化区域へ編入する区域は、緑化の目
標（緑が２０％）を確保するとともに景観に配慮した
土地利用を図るものとします」と記載していますが、
保留区域の法律根拠はありません。これは市民に過度
の負担を強いるものであり、補助金の助成が必要な制
限です。

 都市計画区域マスタープランは「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」として都市計画法に基づき
定める法定計画であり、都市計画区域マスタープラン
に「区域区分の方針」を定めることとされていること
から、この方針に保留区域を位置付ける法律根拠は明
白です。

 なお、ご指摘の緑化の目標は、公園や公共施設の緑
化も含め区域全体で取り組むものであり、個人に緑化
率20％を義務付けるものではなく、市民に過度の負担
を強いるものではありません。

 
(9)鉄道駅から500メートルとする指定は差別であり内
閣法１１条に違反する。「新たな住宅系市街化の市街
化区域への編入は鉄道駅周辺の徒歩圏に限るものと
し、鉄道駅からおおむね500メートル程度の範囲が望
ましい」、また「すでに住宅系市街地が形成されてい
る区域についても、鉄道駅周辺の徒歩圏で、緑化の目
標20％が確保され景観に配慮した土地利用が図られた
ものに限り、市街化区域へ編入できるものとします」
と記載していますが、これらの変更案には何らの法律
根拠がありません。内閣法11条に違反し、行政権限を
濫用しています。
 鉄道駅の周辺地域に限定することは地域差別になる
ものです。駅周辺に限定することは地域特性を考慮し
ておらず誤りです。
 また個人に、緑化20％の義務付けは過度の負担を強
いるものです。

 都市計画区域マスタープランは「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」として都市計画法に基づき
定める法定計画であり、法律根拠は明白です。

 内閣法は内閣の職権等について定めたものであり、
都市計画法とは全く関係がなく、主張は、都市計画の
案に対する意見に該当しません。

 本格的な人口減少社会を迎え、人口密度の低下によ
る日常生活における利便性や行政サービスの効率性の
低下等を防ぎ、集約連携型社会を実現するために、新
たに住宅系市街地の市街化区域へ編入は鉄道駅周辺の
徒歩圏に限ることが必要と考えています。

 緑化の目標についての意見に対する大阪府の考え方
は(8)に示しております。
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に指定する。耐火・準耐火建築物へ誘導する」と記載
しているが、すべての地域が密集市街地であると混同
している。もし、準防火地域を指定すれば今住んでい
る家は既存不適格建築物となる。大阪府はこの重大な
不利益事実（費用負担の増加、販売額の低下、住宅
ローンの借入れ困難等）を府民に説明・記載さえして
いない。このような重要な情報を大阪府は府民にお知
らせすべきである。

 建ぺい率が60％以上の地域については、延焼する確
率が高くなるという研究結果があることから、都市計
画区域マスタープランでは、指定建ぺい率60％以上の
地域について、準防火地域の指定を促進し、市街地の
火災の延焼防止、遅延を図ることを定めています。

 指定時期は各市町村において検討を進めていくもの
であり、堺市では去る9月末から10月初めにかけて住
民説明会と10月25日に公聴会を開催して周知を図って
います。

 なお既存不適格建築物は、すぐに改修しなければな
らないような違反建築物とは異なり、建替え時等にあ
わせて対応すればよいものであり、銀行数行に確認し
たところ、中古住宅の購入にあたり住宅ローンの融資
が受けられないとか、それにより販売額が低下すると
いうような事例はありませんでした。

(11)準防火地域の指定により損失を受ける者があれ
ば、大阪府はそれぞれの損失を補償すべき。この補償
問題については大阪府は説明する義務がある。

 大規模な地震による市街地大火等に備え、大阪府と
しては、準防火地域の指定を促進することにより、そ
の地域に住む一人ひとりが、お互いに燃えにくい建物
を建てることで、延焼しにくいまちづくりが進めら
れ、その結果、府民の生命・財産を守り、公共の福祉
の増進を図ることが出来るため、補償は考えておりま
せん。
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B (12)変更案の縦覧手続きは無効です。都市計画法第14
条1項の計画図は縮尺2500分の1以上の規定であるが、
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の変更（素
案）及び用途地域等の変更（素案）について配布して
いた図面は縮尺2500分の1以上ではなく、大阪府は都
市計画法第17条に規定する都市計画の案を2週間縦覧
に供していないことになり、行政手続を怠ったものと
いえるため、公聴会も無効となります。

 都市計画公聴会は、都市計画の案を作成するため、
都市計画法第16条の規定により開催するものであり、
主張されている都市計画法第17条に基づく案の縦覧と
は、別の手続きです。
 
 公聴会は、都市計画法第16条及び大阪府都市計画公
聴会規則に基づき、適正に手続きを行っています。

○その他
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